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予算額に達し次第、終了となります。
※助成要件等については裏面をご覧ください。
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花壇を設置する土地の所有者および管理者、または所有者および

管理者等から承諾を得た個人または団体

大垣市内において

新たに設置される地植え花壇またはプランター花壇

(八ンギングバスケット等も含む)

花 壇 の 種 類

道路等に面した民有宅地において市民が鑑賞可能な屋外で

道路等との敷地境界線から3メートル以内に設置される花壇

地植え花壇・・・・・・・・・・・・・・ 1雨当たり10,000円以内

プランター花壇・・・・・・・・・・ 1蒲当たり40,000円 以内

草花購入費用・・・・・・・・・・・・1雨当たり2,000円 以内

上限100,000円 (L000円未満切捨て)

助  成  額

花 壇 の 面 積

プランター花壇・・・・・・・・・・合計1雨以上

八ンギングバスケット等・・・合計1雨以上

※プランター花壇は1基当たりの容積が502以上

草花 (原材料)     0.5面 以上

デージー、ノースポール、サクラ草、バンジー、インバチェンス、
ペチュニア、ビオラ、ベゴニア、マリーゴールド、サルビア、

八ナスベリヒユ、メランポジウム

地植え花壇 合計5面以上

指定する草花

申請する年度内に整備が完了すること

助成を受けた後、5年間は花壇を良好に維持すること助 成 条 件

※草花購入事業にかかる補助金の交付は、1年度につき1回 限りとし、花壇設置年度から3年間となります。

※補助金請求の際には、領収書や写真の提出が必要です。

※必ず事業実施前に申請書の提出をお願いします。

生け垣を設置する土地の所有者および管理者、または所有者および

管理者等から承諾を得た個人または団体
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大垣市内において

①新たに設置される生け垣

②ブロック塀等を取り壊した部分に設置する生け垣
生 け垣の種類

設 置 場 所
道路等に面した民有宅地 (道路後退部分を除く)において

道路に沿つて設置される生け垣

助  成  額

生け垣設置に係る費用の2分の1

上限70,000円 (1,000円未満切捨て)

ブロック塀等を取り壊した部分に設置する場合上限100,000円

<高さ>樹木の高さが lm以上

<延長>生け垣延長が連続して5m以上

<本数>樹木の数が lm当たり2本以上

<幅> 0.2m以 上

※石垣の上に植栽する場合は、石垣の高さは0.6m以下

生 け垣の状態

助 成 条 件
申請する年度内に整備が完了すること

助成を受けた後、5年間は生け垣を良好に維持すること

※補助金請求の際には、領収書や写真の提出が必要です。

※必ず事業実施前に申請書の提出をお願いします。
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対 象

設 置 場 所
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